
 

 

青市子育第1530号 

令和2年3月13日 

 

特定子ども・子育て支援施設等 各位 

 

 

青森市長 小野寺 晃彦 

（公 印 省 略） 

 

特定子ども・子育て支援施設等の運営について（通知） 

 

特定子ども・子育て支援施設等は、学校教育法（昭和22年法律第26号）、児童福祉法（昭和22年法律

第164号）又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律

第 77 号）による認可・認定又は届出に関する法令及び基準等に加えて、子ども・子育て支援法（平成 24

年法律第65号。以下「法」という。）、子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令第213号）及び子ど

も・子育て支援法施行規則（平成26年内閣府令第44号。以下「規則」という。）並びに特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成26年内閣府令

第39号。以下「運営基準」という。）の規定に基づき、適切に運営しなければなりません。 

今般、特定子ども・子育て支援施設等の運営に係る法令上の実施事項及び留意事項等について、下記の

とおり整理しましたので、各施設におかれましては、本通知を参考に適切な事務の執行をお願いいたしま

す。 

記 

 

第１ 子ども・子育て支援法関係 

１ 特定子ども・子育て支援施設等の種類（法第7条第10項関係） 

  ⑴ 認定こども園（認定こども園の認可・認定を受けているが施設型給付等の支給を受けないものに

限る。） 

  ⑵ 幼稚園（特定教育・保育施設を除く。） 

  ⑶ 特別支援学校の幼稚部 

  ⑷ 認可外保育施設（内閣府令で定める基準を満たすものに限り（注）、次のア～ウに掲げるものを除

く。）  （注）法施行後５年（令和６年９月30日まで）は、届出した施設は基準を満たしたものとみなす。 

     ア 幼稚園型認定こども園（私立）が設置する保育機能施設 

     イ 幼稚園型認定こども園（公立）が設置する保育機能施設 

     ウ 企業主導型保育事業 

  ⑸ 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校の預かり保育事業（内閣府令で定める基準を満たすもの

に限る。） 

  ⑹ 一時預かり事業（⑸に掲げる事業に該当するものを除く。） 

  ⑺ 病児保育事業（内閣府令で定める基準を満たすものに限る。） 

  ⑻ 子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業。市町村が実施するものであり、

内閣府令で定める基準を満たすものに限る。） 



 

 

 

２ 特定子ども・子育て支援提供者の責務（法第58条の3関係） 

特定子ども・子育て支援提供者（特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行

う者をいう。）には、次の責務が課されています。 

⑴ 施設等利用給付認定子どもに対し適切な特定子ども・子育て支援を提供すること。 

⑵ 市町村、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、

良質な特定子ども・子育て支援を小学校就学前子どもの置かれている状況その他の事情に応じ、

効果的に行うように努めること。 

⑶ 小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律及びこの法律に基づく命令を遵守し、

誠実にその職務を遂行すること。 

 

３ 特定子ども・子育て支援施設等が遵守すべき基準（法第58条の4関係） 

  ［共通］ 運営基準（第2章（第53条から第61条まで）に限る。） 

  ［個別］ 次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に掲げる基準 

    ⑴ 認定こども園 

       幼保連携型 青森市幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成26年青森市条例第29号） 

       幼稚園型、保育所型及び地方裁量型 青森市幼稚園型、保育所型及び地方裁量型認定こど

も園の認定の要件を定める条例（平成31年青森市条例第1号） 

    ⑵ 幼稚園 幼稚園設置基準（昭和31年文部省令第32号） 

    ⑶ 特別支援学校 学校教育法施行規則（昭和22年文部省令第11号） 

    ⑷ 認可外保育施設 規則第1条に定める基準 

    ⑸ 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校の預かり保育事業 規則第1条の2に定める基準 

    ⑹ 一時預かり事業 児童福祉法施行規則（昭和23年厚生省令第11号）第36条の35に定める

基準 

    ⑺ 病児保育事業 規則第1条の3に定める基準 

    ⑻ 子育て援助活動支援事業 規則第1条の3に定める基準 

 

４ 特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する事項（法第58条の2、第58条の5、第58条の6関

係） 

特定子ども・子育て支援施設等の確認については、各施設等の申請に基づき、その結果を公示する

とともに、各施設にも通知したところです。確認の内容に変更が生じた場合や確認を辞退する場合に

は、次のとおり届出が必要です。 

⑴ 変更の届出 

［届出の時期］ 変更が生じた日から10日以内 

  ［届出が必要な項目］ 

   ア 施設又は事業所の名称、子ども・子育て支援施設等の種類及び設置の場所 

   イ 設置者又は申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住

所及び職名 

   ウ 設置者又は申請者の定款、寄付行為等及びその登記事項証明書又は条例等 



 

 

   エ 施設又は事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

   オ 役員の氏名、生年月日及び住所 

  ［届出の方法］ 別に定める様式により届出すること。ただし、施設の設置者の役員若しくは

その長又は事業の管理者若しくは役員の変更を伴うものは、誓約書を添付すること。 

⑵ 確認の辞退の届出 

  ［届出の時期］ 辞退する日から3か月以上前まで 

  ［辞退に伴う責務］ 当該子ども・子育て支援を受けていた者に対し、必要な教育・保育その

他の子ども・子育て支援が継続的に提供されるよう、関係者との連絡調整その他必要な便

宜の提供を行うこと。 

 

 

第２ 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する

基準関係 

１ 教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録に関する事項（運営基準第54条関係） 

特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供した際は、提供した日及び時間

帯、当該特定子ども・子育て支援の具体的な内容その他必要な事項を記録しなければなりません。 

なお、当該特定子ども・子育て支援の具体的な内容その他必要な事項については、国の通知等では

その詳細が示されていませんが、保育内容や食事・おやつ等の内容、健康状態などが考えられます。 

 

２ 利用料及び特定費用の額の受領に関する事項（運営基準第55条関係） 

特定子ども・子育て支援提供者は、保護者から特定子ども・子育て支援の提供の対価（利用料）と

特定費用（日用品費、行事費、給食費、通園送迎費など）の支払いを受けることができるとされてお

り、特定費用については、あらかじめ金銭の使途及び額並びに理由について書面により明らかにする

とともに、保護者に説明を行い、同意を得なければならないとされています。 

具体的には、利用料や特定費用が明記されたパンフレット等により、保護者に説明を行い、同意（書

面によらない）を得る必要があります。 

 

３ 領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書に関する事項（運営基準第56条関係） 

特定子ども・子育て支援提供者は、利用料及び特定費用を受領した際は、領収証を交付しなければ

なりません。領収証には、利用料と特定費用を区分して記載しなければなりません。 

また、当該支払に係る特定子ども・子育て支援を提供した日及び時間帯、内容、費用の額その他施

設等利用費の支給に必要な事項を記載した特定子ども・子育て支援提供証明書を交付しなければなり

ません。 

市では、ホームページにおいて参考様式をお示ししておりますので、御活用ください。 

 

４ 法定代理受領に係る施設等利用費の額の通知に関する事項（運営基準第57条関係） 

特定子ども・子育て支援提供者は、施設型利用費を法定代理受領した場合には、保護者に対し、代

理受領した施設等利用費の額を通知しなければなりません。 

通知の方法は、通知書の送付や掲示等、任意の方法で足り、例えば１年度に１回の通知等、簡易な

方法で構わないとされています。 



 

 

５ 不正な行為の市町村への通知に関する事項（運営基準第58条関係） 

特定子ども・子育て支援提供者は、保護者が偽りその他不正な行為によって施設等利用費の支給を

受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しなければなりま

せん。 

通知の方法は、必ずしも文書による必要はありません。 

 

６ 子どもを平等に取り扱う原則に関する事項（運営基準第59条関係） 

特定子ども・子育て支援提供者は、子どもの国籍、信条、社会的身分又は費用を負担するか否かに

よって、差別的取扱いをしてはなりません。 

具体的には、国籍等によって、入園や利用を制限したり、行事に参加させないなど提供内容を変え

るような取扱いをしてはなりません。 

 

７ 秘密保持等に関する事項（運営基準第60条関係） 

特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員及び管理者は、正当な理由がなく、

その業務上知り得た子どもの又はその家族の秘密を漏らしてはなりません。 

また、特定子ども・子育て支援提供者は、職員であった者が、秘密を漏らすことがないよう、必要

な措置を講じなければなりません。 

具体的には、就業規則や運営規程等に、秘密保持に関する規定を設けるほか、職員から誓約書等を

徴することが考えられます。 

 

特定子ども・子育て支援提供者は、小学校、他の子ども・子育て支援提供者その他の機関に対して、

子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により保護者の同意を得ておかなければなり

ません。 

 

８ 記録の整備に関する事項（運営基準第61条関係） 

特定子ども・子育て支援提供者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければな

りません。また、「教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録」と「不正な行為の市町村へ

の通知に係る記録」については、その完結の日から５年間保存しなければなりません。 

具体的には、次のようなものが考えられます。 

⑴ 職員に関する記録 

ア 労働契約における契約書、その他適正な賃金や労働条件を明示した書類や文書等 

  例：労働契約書、労働条件通知書、労働者名簿、賃金台帳 

イ 各時間帯において保育従事者が施設等の規模に応じて各々の基準どおり配置されていること

がわかる書類 

  例：出勤簿、タイムカード 

ウ 正規の手続を経て整備された就業規則や給与規程等 

  例：就業規則、給与規程、その他規程 

エ 社会保険（健康保険、厚生年金保険、雇用保険等）への加入を証する書類 

  例：保険料納入告知額通知書、被保険者資格取得届 

オ 安全衛生管理体制がわかる書類 



 

 

  例：労働安全衛生法による免許証 

カ 職員の健康診断の実施状況がわかる書類 

  例：健康診断結果 

⑵ 設備に関する記録 

ア 施設、設備が、法令その他自治体が認める設置基準に従って整備されていることがわかる書

類 

  例：認可申請書類、届出関係書類 

イ 施設、設備、備品等が児童の保健衛生・危害防止に十分配慮され衛生的に管理されているこ

とがわかる書類 

  例：衛生管理マニュアル等 

ウ 防災計画、害虫駆除、受動喫煙の防止、事故発生防止、防犯対策等が適正に実施されている

かがわかる書類 

  例：消防計画、危機管理マニュアル等 

⑶ 会計に関する記録 

ア 適正な会計処理のため必要な事項を定めた書類 

  例：経理規程等 

イ 各会計年度に作成すべき計算書類（収支計算書、損益計算書、貸借対照表等） 

  例：決算書、付属明細書 

ウ 施設利用者から預かる金銭等を含めた現預金等の出納の管理に関する書類 

  例：現金出納簿 

 

以上 

 

 

問い合わせ 

福祉部子育て支援課 

保育所・幼稚園チーム 

TEL 017-734-5421  

 



関係法令抜粋 
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〇子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号） 

 

第七条 ［略］ 

２～９ ［略］ 

10 この法律において「子ども・子育て支援施設等」とは、次に掲げる施設又は事業をいう。 

一 認定こども園（保育所等（認定こども園法第二条第五項に規定する保育所等をいう。第五号におい

て同じ。）であるもの及び第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十

条の十一第一項第一号、第五十八条の四第一項第一号、第五十八条の十第一項第二号、第五十九条第

三号ロ及び第六章において同じ。） 

二 幼稚園（第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設であるものを除く。第三十条の十一第一

項第二号、第三章第二節（第五十八条の九第六項第三号ロを除く。）、第五十九条第三号ロ及び第六章

において同じ。） 

三 特別支援学校（学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定す

る幼稚部に限る。以下同じ。） 

四 児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設（同項の規定による届出がされたものに限り、次

に掲げるものを除く。）のうち、当該施設に配置する従業者及びその員数その他の事項について内閣府

令で定める基準を満たすもの 

イ 認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの 

ロ 認定こども園法第三条第十一項の規定による公示がされたもの 

ハ 第五十九条の二第一項の規定による助成を受けているもののうち政令で定めるもの 

五 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校において行われる教育・保育（教育又は保育をいう。以下

同じ。）であって、次のイ又はロに掲げる当該施設の区分に応じそれぞれイ又はロに定める一日当たり

の時間及び期間の範囲外において、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった当該イ又

はロに掲げる施設に在籍している小学校就学前子どもに対して行われるものを提供する事業のうち、

その事業を実施するために必要なものとして内閣府令で定める基準を満たすもの 

イ 認定こども園（保育所等であるものを除く。）、幼稚園又は特別支援学校 当該施設における教育

に係る標準的な一日当たりの時間及び期間 

ロ 認定こども園（保育所等であるものに限る。） イに定める一日当たりの時間及び期間を勘案して

内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間 

六 児童福祉法第六条の三第七項に規定する一時預かり事業（前号に掲げる事業に該当するものを除く。） 

七 児童福祉法第六条の三第十三項に規定する病児保育事業のうち、当該事業に従事する従業者及びそ

の員数その他の事項について内閣府令で定める基準を満たすもの 

八 児童福祉法第六条の三第十四項に規定する子育て援助活動支援事業（同項第一号に掲げる援助を行

うものに限る。）のうち、市町村が実施するものであることその他の内閣府令で定める基準を満たすも

の 

 

第三款 施設等利用費の支給 

 

第三十条の十一 市町村は、施設等利用給付認定子どもが、施設等利用給付認定の有効期間内において、

市町村長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等（以下「特

定子ども・子育て支援施設等」という。）から当該確認に係る教育・保育その他の子ども・子育て支援（次

の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める小学校就学前子どもに該当

する施設等利用給付認定子どもが受けるものに限る。以下「特定子ども・子育て支援」という。）を受け

たときは、内閣府令で定めるところにより、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定

保護者に対し、当該特定子ども・子育て支援に要した費用（食事の提供に要する費用その他の日常生活

に要する費用のうち内閣府令で定める費用を除く。）について、施設等利用費を支給する。 

一 認定こども園 第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子ども 

二 幼稚園又は特別支援学校 第三十条の四第一号若しくは第二号に掲げる小学校就学前子ども又は同

条第三号に掲げる小学校就学前子ども（満三歳以上のものに限る。） 

三 第七条第十項第四号から第八号までに掲げる子ども・子育て支援施設等 第三十条の四第二号又は

第三号に掲げる小学校就学前子ども 

２ 施設等利用費の額は、一月につき、第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、子

どものための教育・保育給付との均衡、子ども・子育て支援施設等の利用に要する標準的な費用の状況

その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。 

３ 施設等利用給付認定子どもが特定子ども・子育て支援施設等から特定子ども・子育て支援を受けたと
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きは、市町村は、当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が当該特定子ども・

子育て支援施設等である施設の設置者又は事業を行う者（以下「特定子ども・子育て支援提供者」とい

う。）に支払うべき当該特定子ども・子育て支援に要した費用について、施設等利用費として当該施設等

利用給付認定保護者に支給すべき額の限度において、当該施設等利用給付認定保護者に代わり、当該特

定子ども・子育て支援提供者に支払うことができる。 

４ 前項の規定による支払があったときは、施設等利用給付認定保護者に対し施設等利用費の支給があっ

たものとみなす。 

５ 前各項に定めるもののほか、施設等利用費の支給に関し必要な事項は、内閣府令で定める。 

 

第二節 特定子ども・子育て支援施設等 

 

（特定子ども・子育て支援施設等の確認） 

第五十八条の二 第三十条の十一第一項の確認は、内閣府令で定めるところにより、子ども・子育て支援

施設等である施設の設置者又は事業を行う者の申請により、市町村長が行う。 

 

（特定子ども・子育て支援提供者の責務） 

第五十八条の三 特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもに対し適切な特定子ども・

子育て支援を提供するとともに、市町村、児童相談所、児童福祉施設、教育機関その他の関係機関との緊

密な連携を図りつつ、良質な特定子ども・子育て支援を小学校就学前子どもの置かれている状況その他

の事情に応じ、効果的に行うように努めなければならない。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、小学校就学前子どもの人格を尊重するとともに、この法律及びこ

の法律に基づく命令を遵守し、誠実にその職務を遂行しなければならない。 

 

（特定子ども・子育て支援施設等の基準） 

第五十八条の四 特定子ども・子育て支援提供者は、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分

に応じ、当該各号に定める基準を遵守しなければならない。 

一 認定こども園 認定こども園法第三条第一項の規定により都道府県（指定都市等所在認定こども園

（都道府県が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人が設置するものを除く。）

については、当該指定都市等。以下この号において同じ。）の条例で定める要件（当該認定こども園が

同項の認定を受けたものである場合に限る。）、同条第三項の規定により都道府県の条例で定める要件

（当該認定こども園が同項の認定を受けたものである場合に限る。）又は認定こども園法第十三条第一

項の規定により都道府県の条例で定める設備及び運営についての基準（当該認定こども園が幼保連携

型認定こども園である場合に限る。） 

二 幼稚園 設置基準（幼稚園に係るものに限る。） 

三 特別支援学校 設置基準（特別支援学校に係るものに限る。） 

四 第七条第十項第四号に掲げる施設 同号の内閣府令で定める基準 

五 第七条第十項第五号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準 

六 第七条第十項第六号に掲げる事業 児童福祉法第三十四条の十三の厚生労働省令で定める基準（第

五十八条の九第三項において「一時預かり事業基準」という。） 

七 第七条第十項第七号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準 

八 第七条第十項第八号に掲げる事業 同号の内閣府令で定める基準 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する

基準に従い、特定子ども・子育て支援を提供しなければならない。 

３ 内閣総理大臣は、前項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定め、

又は変更しようとするときは、あらかじめ、文部科学大臣及び厚生労働大臣に協議しなければならない。 

 

（変更の届出） 

第五十八条の五 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所

の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところによ

り、十日以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。 

 

（確認の辞退） 

第五十八条の六 特定子ども・子育て支援提供者は、三月以上の予告期間を設けて、当該特定子ども・子育

て支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を辞退することができる。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、前項の規定による確認の辞退をするときは、同項に規定する予告
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期間の開始日の前一月以内に当該特定子ども・子育て支援を受けていた者であって、確認の辞退の日以

後においても引き続き当該特定子ども・子育て支援に相当する教育・保育その他の子ども・子育て支援

の提供を希望する者に対し、必要な教育・保育その他の子ども・子育て支援が継続的に提供されるよう、

他の特定子ども・子育て支援提供者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければなら

ない。 

 

（市町村長等による連絡調整又は援助） 

第五十八条の七 市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者による前条第二項に規定する便宜の提供が

円滑に行われるため必要があると認めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者及び他の特定子ど

も・子育て支援提供者その他の関係者相互間の連絡調整又は当該特定子ども・子育て支援提供者及び当

該関係者に対する助言その他の援助を行うことができる。 

２ 第三十七条第二項及び第三項の規定は、特定子ども・子育て支援提供者による前条第二項に規定する

便宜の提供について準用する。 

 

（報告等） 

第五十八条の八 市町村長は、必要があると認めるときは、この法律の施行に必要な限度において、特定

子ども・子育て支援を提供する施設若しくは特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子ども・子育

て支援提供者であった者若しくは特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員であっ

た者（以下この項において「特定子ども・子育て支援提供者であった者等」という。）に対し、報告若し

くは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、特定子ども・子育て支援提供者若しくは特定子

ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員若しくは特定子ども・子育て支援提供者であっ

た者等に対し出頭を求め、又は当該市町村の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定子ども・子

育て支援を提供する施設若しくは事業所、特定子ども・子育て支援提供者の事務所その他特定子ども・

子育て支援施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査

させることができる。 

２ 第十三条第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定に

よる権限について、それぞれ準用する。 

 

（勧告、命令等） 

第五十八条の九 市町村長は、特定子ども・子育て支援提供者が、次の各号に掲げる場合に該当すると認

めるときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定めて、当該各号に定める措置をとるべ

きことを勧告することができる。 

一 第七条第十項各号（第一号から第三号まで及び第六号を除く。以下この号において同じ。）に掲げる

施設又は事業の区分に応じ、当該各号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施

設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をしていない場合 当該基準を遵守す

ること。 

二 第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準に従

って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ども・子育て支援施設等の運営をし

ていない場合 当該基準を遵守すること。 

三 第五十八条の六第二項に規定する便宜の提供を施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正

に行っていない場合 当該便宜の提供を適正に行うこと。 

２ 市町村長は、特定子ども・子育て支援施設等である幼稚園又は特別支援学校の設置者（国及び地方公

共団体（公立大学法人を含む。次項及び第六項において同じ。）を除く。）が設置基準（幼稚園又は特別支

援学校に係るものに限る。）に従って施設等利用費の支給に係る施設として適正な子ども・子育て支援施

設等の運営をしていないと認めるときは、遅滞なく、その旨を、当該幼稚園又は特別支援学校に係る学

校教育法第四条第一項の認可を行った都道府県知事に通知しなければならない。 

３ 市町村長（指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。）は、特定子ども・子育て支援施設等である

第七条第十項第六号に掲げる事業を行う者（国及び地方公共団体を除く。）が一時預かり事業基準に従っ

て施設等利用費の支給に係る事業として適正な子ども・子育て支援施設等の運営をしていないと認める

ときは、遅滞なく、その旨を、当該同号に掲げる事業に係る児童福祉法第三十四条の十二第一項の規定

による届出を受けた都道府県知事に通知しなければならない。 

４ 市町村長は、第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた特定子ども・子育て支

援提供者が、同項の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。 

５ 市町村長は、第一項の規定による勧告を受けた特定子ども・子育て支援提供者が、正当な理由がなく

てその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定子ども・子育て支援提供者に対し、期限を定め
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て、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 

６ 市町村長（指定都市等所在届出保育施設（指定都市等又は児童相談所設置市の区域内に所在する第七

条第十項第四号に掲げる施設をいい、都道府県が設置するものを除く。第二号及び次条第一項第二号に

おいて同じ。）については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長を除き、指定都市等所在認定こども

園において行われる第七条第十項第五号に掲げる事業については当該指定都市等の長を除き、指定都市

等又は児童相談所設置市の区域内において行われる同項第六号又は第七号に掲げる事業については当該

指定都市等又は児童相談所設置市の長を除く。）は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公示

するとともに、遅滞なく、その旨を、次の各号に掲げる子ども・子育て支援施設等（国又は地方公共団体

が設置し、又は行うものを除く。）の区分に応じ、当該各号に定める認可若しくは認定を行い、又は届出

を受けた都道府県知事に通知しなければならない。 

一 幼稚園又は特別支援学校 当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可 

二 第七条第十項第四号に掲げる施設（指定都市等所在届出保育施設を除く。） 当該施設に係る児童福

祉法第五十九条の二第一項の規定による届出 

三 第七条第十項第五号に掲げる事業 当該事業が行われる次のイ又はロに掲げる施設の区分に応じ、

それぞれイ又はロに定める認可又は認定 

イ 認定こども園（指定都市等所在認定こども園を除く。） 当該施設に係る認定こども園法第十七条

第一項の認可又は認定子ども園法第三条第一項若しくは第三項の認定 

ロ 幼稚園又は特別支援学校 当該施設に係る学校教育法第四条第一項の認可 

四 第七条第十項第六号に掲げる事業（指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われるも

のを除く。） 当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十二第一項の規定による届出 

五 第七条第十項第七号に掲げる事業（指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われるも

のを除く。） 当該事業に係る児童福祉法第三十四条の十八第一項の規定による届出 

 

（確認の取消し等） 

第五十八条の十 市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定子ども・子育て

支援施設等に係る第三十条の十一第一項の確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは

一部の効力を停止することができる。 

一 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の三第二項の規定に違反したと認められるとき。 

二 特定子ども・子育て支援提供者（認定こども園の設置者及び第七条第十項第八号に掲げる事業を行

う者を除く。）が、前条第六項各号に掲げる子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定め

る認可若しくは認定を受け、又は届出を行った施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な

子ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったと当該認可若しくは認定を行い、又は

届出を受けた都道府県知事（指定都市等所在届出保育施設については当該指定都市等又は児童相談所

設置市の長とし、指定都市等所在認定こども園において行われる第七条第十項第五号に掲げる事業に

ついては当該指定都市等の長とし、指定都市等又は児童相談所設置市の区域内において行われる同項

第六号又は第七号に掲げる事業については当該指定都市等又は児童相談所設置市の長とする。）が認め

たとき。 

三 特定子ども・子育て支援提供者（第七条第十項第四号に掲げる施設の設置者又は同項第五号、第七

号若しくは第八号に掲げる事業を行う者に限る。）が、それぞれ同項第四号、第五号、第七号又は第八

号の内閣府令で定める基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子ど

も・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったとき。 

四 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準に従って施設等利用費の支給に係る施設又は事業として適正な特定子

ども・子育て支援施設等の運営をすることができなくなったとき。 

五 特定子ども・子育て支援提供者が、第五十八条の八第一項の規定により報告若しくは帳簿書類その

他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 

六 特定子ども・子育て支援提供者又は特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員

が、第五十八条の八第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対

して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し

たとき。ただし、当該職員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定子ど

も・子育て支援提供者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。 

七 特定子ども・子育て支援提供者が、不正の手段により第三十条の十一第一項の確認を受けたとき。 

八 前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、この法律その他国民の福祉若しく

は学校教育に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反した

とき。 
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九 前各号に掲げる場合のほか、特定子ども・子育て支援提供者が、教育・保育その他の子ども・子育て

支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。 

十 特定子ども・子育て支援提供者が法人である場合において、当該法人の役員若しくはその長又はそ

の事業所を管理する者その他の政令で定める使用人のうちに過去五年以内に教育・保育その他の子ど

も・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。 

十一 特定子ども・子育て支援提供者が法人でない場合において、その管理者が過去五年以内に教育・

保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき。 

２ 前項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消された子ども・子育て支援施設等である施設

の設置者又は事業を行う者（政令で定める者を除く。）及びこれに準ずる者として政令で定める者は、そ

の取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算して五年を経過するまでの間は、第五

十八条の二の申請をすることができない。 

 

（公示） 

第五十八条の十一 市町村長は、次に掲げる場合には、遅滞なく、当該特定子ども・子育て支援を提供する

施設又は事業所の名称及び所在地その他の内閣府令で定める事項を公示しなければならない。 

一 第三十条の十一第一項の確認をしたとき。 

二 第五十八条の六第一項の規定による第三十条の十一第一項の確認の辞退があったとき。 

三 前条第一項の規定により第三十条の十一第一項の確認を取り消し、又は同項の確認の全部若しくは

一部の効力を停止したとき。 

 

（都道府県知事に対する協力要請） 

第五十八条の十二 市町村長は、第三十条の十一第一項及び第五十八条の八から第五十八条の十までに規

定する事務の執行及び権限の行使に関し、都道府県知事に対し、必要な協力を求めることができる。 
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〇子ども・子育て支援法施行令（平成二十六年政令第二百十三号） 

 

（法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設） 

第一条 子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第七条第十項第四号ハの政令で定める施設は、法第

五十九条の二第一項の規定による助成を受けている施設のうち、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六

十四号）第五十九条の二第一項に規定する施設（同項の規定による届出がされたものに限る。）であって

同法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものとする。 

 

（施設等利用費の額） 

第十五条の六 法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども

（特定子ども・子育て支援施設等（法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等

をいう。以下この項、次項（第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）及び第三

項において同じ。）である認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。）について法第

三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、二万五千七百円（国（国立大学法人法

（平成十五年法律第百十二号）第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。）が設置する認定こども園、

幼稚園又は特別支援学校にあっては、国立大学法人法第二十二条第三項の文部科学省令で定める保育料

その他の費用の額を勘案して内閣府令で定める額。以下この項及び次項第一号において同じ。）（現に当

該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が二万五千七百円を

下回る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額）とする。 

２ 法第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども（認定こど

も園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に限る。）について法第三十条の十一第一項の規定により支

給する施設等利用費の額は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号

に定める額（現に当該各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要

した費用の額が当該各号に定める額を下回る場合には、それぞれ当該現に特定子ども・子育て支援に要

した費用の額。第三号において同じ。）の合算額とする。 

一 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校 二万五千七百円 

二 法第七条第十項第五号に掲げる事業 一万千三百円（一月につき当該事業から特定子ども・子育て

支援を受けた日数が内閣府令で定める一月当たりの日数を下回る場合にあっては、内閣府令で定める

ところにより当該特定子ども・子育て支援を受けた日数に応じて算定した額） 

三 法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第六号から第八号までに掲げる事業（当該施設等利用

給付認定子どもが在籍する認定こども園、幼稚園又は特別支援学校及び当該施設において行われる同

項第五号に掲げる事業において提供される教育・保育の量が法第二十条第三項に規定する保育必要量

を勘案して内閣府令で定める量を下回る場合に限る。） 一万千三百円から前号に定める額を控除して

得た額 

３ 法第三十条の四第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子ども（認定こど

も園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者以外の者であって、特定子ども・子育て支援施設等である

法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第六号から第八号までに掲げる事業を利用するものに限

る。）について法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額は、三万七千円（現に当

該特定子ども・子育て支援施設等に係る特定子ども・子育て支援に要した費用の額が三万七千円を下回

る場合には、当該現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額）とする。 

４ 前二項の規定は、法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定

子どもについての法第三十条の十一第一項の規定により支給する施設等利用費の額の算定について準用

する。この場合において、第二項第二号及び第三号中「一万千三百円」とあるのは「一万六千三百円」

と、前項中「三万七千円」とあるのは「四万二千円」と読み替えるものとする。 

 

（法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律等） 

第二十二条の二 法第五十八条の十第一項第八号の政令で定める法律は、第十七条各号に掲げる法律とす

る。 

２ 法第五十八条の十第一項第十号の政令で定める使用人は、特定子ども・子育て支援を提供する施設又

は事業所を管理する者とする。 

 

（法第五十八条の十第二項の政令で定める者等） 

第二十二条の三 法第五十八条の十第二項の同条第一項の規定により法第三十条の十一第一項の確認を取

り消された子ども・子育て支援施設等（法第七条第十項に規定する子ども・子育て支援施設等をいう。以

下この条において同じ。）である施設の設置者又は事業を行う者（以下この条において「確認取消提供者」
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という。）から除く政令で定める者は、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実に関し

て当該確認取消提供者が有していた責任の程度を考慮して、法第五十八条の十第二項の規定を適用しな

いこととすることが相当であると認められる者として内閣府令で定める者に該当する者とする。 

２ 法第五十八条の十第二項の確認取消提供者（前項に規定する者を除く。第一号及び第二号において同

じ。）に準ずる者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する子ども・子育て支

援施設等である施設の設置者又は事業を行う者とし、同条第二項の政令で定める日は、当該者の当該各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。 

一 確認取消提供者において、当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知が

あった日前六十日以内に、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者で

あった者 当該確認の取消しの日 

イ 当該確認取消提供者が法人である場合 その役員等（役員又は使用人であって、特定子ども・子

育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者をいう。第五号イ及び第七号において同じ。） 

ロ 当該確認取消提供者が法人以外の者である場合 その特定子ども・子育て支援を提供する施設又

は事業所を管理する者 

二 法人であって、その者と密接な関係を有する者が確認取消提供者であるもの 当該確認の取消しの

日 

三 法第五十八条の十第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の取消しの処分に係る行政手

続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日

までの間に、法第五十八条の六第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の辞退（以下この

号から第五号までにおいて「確認辞退」という。）をした者（当該確認辞退について相当の理由がある

者を除く。次号及び第五号において同じ。） 当該確認辞退の日 

四 法第五十八条の八第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日（当該検査の結果に基

づき法第五十八条の十第一項の規定による法第三十条の十一第一項の確認の取消しの処分に係る聴聞

を行うか否かの決定をすることが見込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長がその

者に当該検査が行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日をいう。）ま

での間に、確認辞退をした者 当該確認辞退の日 

五 第三号に規定する期間内に確認辞退をした者において、同号の通知の日前六十日以内に、次のイ又

はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者であった者 当該確認辞退の日 

イ 当該確認辞退をした者が法人である場合 その役員等 

ロ 当該確認辞退をした者が法人以外の者である場合 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は

事業所を管理する者 

六 教育・保育その他の子ども・子育て支援に関し不正又は著しく不当な行為をした者 当該行為をし

た日 

七 法人であって、その役員等のうちに前各号（第二号を除く。）に掲げる者のいずれかに該当する者の

あるもの 当該各号に定める日 

八 法人以外の者であって、その特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所を管理する者が前

各号（第二号及び前号を除く。）に掲げる者のいずれかに該当するもの 当該各号に定める日 
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〇子ども・子育て支援法施行規則（平成二十六年内閣府令第四十四号） 

 

（法第七条第十項第四号の基準） 

第一条 子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第七条第十項第四号の内閣府令で定める基準は、次

の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。 

一 法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が六人以上で

ある施設 次に掲げる全ての事項を満たすものであること。 

イ 保育に従事する者の数及び資格 

⑴ 保育に従事する者の数が、満一歳未満の小学校就学前子どもおおむね三人につき一人以上、満

一歳以上満三歳に満たない小学校就学前子どもおおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳

に満たない小学校就学前子どもおおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の小学校就学前子ど

もおおむね三十人につき一人以上であること。ただし、当該者の数は二人を下ることはできない

こと。 

⑵ 保育に従事する者のうち、その総数のおおむね三分の一以上は、保育士（国家戦略特別区域法

（平成二十五年法律第百七号）第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある法第七条第

十項第四号に掲げる施設又は同項第五号に掲げる事業を行う事業所にあっては、保育士又は当該

事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下同じ。）又は看護師（准看護師を含む。以

下この条において同じ。）の資格を有する者であること。 

⑶ 保育士でない者について、保育士、保母、保父その他これらに紛らわしい名称が用いられてい

ないこと。 

ロ 保育室等の構造、設備及び面積 

⑴ 小学校就学前子どもの保育を行う部屋（以下「保育室」という。）、調理室（給食を施設外で調

理している場合、小学校就学前子どもが家庭からの弁当を持参している場合その他の場合にあっ

ては、食品の加熱、保存、配膳等のために必要な調理機能を有する設備。以下同じ。）及び便所が

あること。 

⑵ 保育室の面積は、小学校就学前子ども一人につきおおむね一・六五平方メートル以上であるこ

と。 

⑶ おおむね一歳未満の小学校就学前子どもの保育を行う場所は、おおむね一歳以上の小学校就学

前子どもの保育を行う場所と区画され、かつ、安全性が確保されていること。 

⑷ 保育室は、採光及び換気が確保され、かつ、安全性が確保されていること。 

⑸ 便所用の手洗設備が設けられているとともに、便所は、保育室及び調理室と区画され、かつ、

小学校就学前子どもが安全に使用できるものであること。 

⑹ 便器の数は、小学校就学前子どもおおむね二十人につき一以上であること。 

ハ 非常災害に対する措置 

⑴ 消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備が設けられていること。 

⑵ 非常災害に対する具体的計画が立てられていること。 

⑶ 非常災害に備えた定期的な訓練が実施されていること。 

⑷ 保育室を二階に設ける場合は、保育室その他の小学校就学前子どもが出入りし又は通行する場

所に小学校就学前子どもの転落事故を防止する設備が設けられていること。なお、当該建物が次

の(ⅰ)及び（ⅱ）のいずれも満たさないものである場合にあっては、⑴及び⑵に掲げる設備の設

置及び訓練の実施を行うことに特に留意されていること。 

(ｉ) 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は

同条第九号の三に規定する準耐火建築物（同号ロに該当するものを除く。）であること。 

(ⅱ) 次の表の上欄の（い）及び（ろ）の別に、同表の下欄に掲げる設備（小学校就学前子ども

の避難に適した構造のものに限る。）のいずれかが、一以上設けられていること。 

（い） １ 屋内階段 

２ 屋外階段 

（ろ） １ 建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第百二十三条第一項

に規定する構造の屋内避難階段又は同条第三項に規定する構造の屋内特別避

難階段 

２ 待避上有効なバルコニー 

３ 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれ

に準ずる設備 

４ 屋外階段 
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⑸ 保育室を三階以上に設ける場合は、次に掲げる事項を満たしていること。 

(ｉ) 建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であること。 

(ⅱ) 次の表の上欄に掲げる保育室の階の区分に応じ、同表の中欄の（い）及び（ろ）の別に、

同表の下欄に掲げる設備（小学校就学前子どもの避難に適した構造のものに限る。）のいずれ

かが、一以上設けられていること。この場合において、当該設備は、いずれも避難上有効な

位置に保育室の各部分から当該設備までの歩行距離が三十メートル以内となるように設けら

れていること。 

三
階 

（い） １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する構造の屋内避難階段

又は同条第三項に規定する構造の屋内特別避難階段 

２ 屋外階段 

（ろ） １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する構造の屋内避難階段

又は同条第三項に規定する構造の屋内特別避難階段 

２ 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに

準ずる設備 

３ 屋外階段 

四
階
以
上 

（い） １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する構造の屋内避難階段

又は同条第三項に規定する構造の屋内特別避難階段 

２ 建築基準法施行令第百二十三条第二項に規定する構造の屋外階段 

（ろ） １ 建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する構造の屋内避難階段

（ただし、当該屋内避難階段の構造は、建築物の一階から保育室が設け

られている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付

室（階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有するものに限る。）を

通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号

を満たすものとする。）又は同条第三項に規定する構造の屋内特別避難階

段 

２ 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路 

３ 建築基準法施行令第百二十三条第二項に規定する構造の屋外階段 

(ⅲ) 調理室と調理室以外の部分とが建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは

壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備によって区画されており、

また、換気、暖房又は冷房の設備の風道の当該床若しくは壁を貫通する部分がある場合には、

当該部分又はこれに近接する部分に防火上有効なダンパー（煙の排出量及び空気の流量を調

節するための装置をいう。）が設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合に

おいては、この限りでない。 

（イ） 調理室にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられてい

ること。 

（ロ） 調理室に調理器具の種類に応じた有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室

の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。 

(ⅳ) 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料でなされていること。 

(ⅴ) 保育室その他小学校就学前子どもが出入りし又は通行する場所に小学校就学前子どもの転

落事故を防止する設備が設けられていること。 

(ⅵ) 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。 

(ⅶ) カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。 

ニ 保育の内容等 

⑴ 小学校就学前子ども一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容が工夫されている

こと。 

⑵ 小学校就学前子どもが安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、睡眠等がバランスよく組み合わ

された健康的な生活リズムが保たれるように、十分に配慮がなされた保育の計画が定められてい

ること。 

⑶ 小学校就学前子どもの生活リズムに沿ったカリキュラムが設定され、かつ、それが実施されて

いること。 

⑷ 小学校就学前子どもに対し漫然とテレビやビデオを見せ続ける等、小学校就学前子どもへの関

わりが少ない放任的な保育内容でないこと。 

⑸ 必要な遊具、保育用品等が備えられていること。 

⑹ 小学校就学前子どもの最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として適切な姿勢であ
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ること。特に、施設の運営管理の任にあたる施設長については、その職責に鑑み、資質の向上及

び適格性の確保が図られていること。 

⑺ 保育に従事する者が保育所保育指針（平成二十九年厚生労働省告示第百十七号）を理解する機

会を設ける等、保育に従事する者の人間性及び専門性の向上が図られていること。 

⑻ 小学校就学前子どもに身体的苦痛を与えること、人格を辱めること等がないよう、小学校就学

前子どもの人権に十分配慮されていること。 

⑼ 小学校就学前子どもの身体、保育中の様子又は家族の態度等から虐待等不適切な養育が行われ

ていることが疑われる場合には、児童相談所その他の専門的機関と連携する等の体制がとられて

いること。 

⑽ 保護者と密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育が行われていること。 

⑾ 緊急時における保護者との連絡体制が整備されていること。 

⑿ 保護者や施設において提供されるサービスを利用しようとする者等から保育の様子や施設の状

況を確認したい旨の要望があった場合には、小学校就学前子どもの安全確保等に配慮しつつ、保

育室等の見学に応じる等適切に対応されていること。 

ホ 給食 

⑴ 調理室、調理器具、配膳器具、食器等の衛生管理が適切に行われていること。 

⑵ 小学校就学前子どもの年齢や発達、健康状態（アレルギー疾患等の状態を含む。）等に配慮した

食事内容とされていること。 

⑶ 調理があらかじめ作成した献立に従って行われていること。 

ヘ 健康管理及び安全管理 

⑴ 小学校就学前子ども一人一人の健康状態の観察が小学校就学前子どもの登園及び降園の際に行

われていること。 

⑵ 身長及び体重の測定等基本的な発育状態の観察が毎月定期的に行われていること。 

⑶ 継続して保育している小学校就学前子どもの健康診断が入所時及び一年に二回実施されている

こと。 

⑷ 職員の健康診断が採用時及び一年に一回実施されていること。 

⑸ 調理に携わる職員の検便がおおむね一月に一回実施されていること。 

⑹ 必要な医薬品、医療用品等が備えられていること。 

⑺ 小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に

従うよう保護者に対し指示が行われていること。 

⑻ 睡眠中の小学校就学前子どもの顔色や呼吸の状態のきめ細かい観察が行われていること。 

⑼ 満一歳未満の小学校就学前子どもを寝かせる場合には、仰向けに寝かせることとされているこ

と。 

⑽ 保育室での禁煙が厳守されていること。 

⑾ 小学校就学前子どもの安全確保に配慮した保育の実施が行われていること。 

⑿ 事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等について適切な安全管理が図られているこ

と。 

⒀ 不審者の施設への立入防止等の対策や緊急時における小学校就学前子どもの安全を確保する体

制が整備されていること。 

⒁ 施設において提供される保育サービスの内容が、当該保育サービスを利用しようとする者の見

やすいところに掲示されていること。 

⒂ 施設において提供される保育サービスの利用に関する契約が成立したときは、その利用者に対

し、当該契約の内容を記載した書面の交付が行われていること。 

⒃ 施設において提供される保育サービスを利用しようとする者からの利用の申込みがあったとき

は、その者に対し、当該保育サービスの利用に関する契約内容等についての説明が行われている

こと。 

⒄ 職員及び保育している小学校就学前子どもの状況を明らかにする帳簿が整備されていること。 

二 法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの人数が五人以下

であり、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六条の三第九項に規定する業務を目的とす

る施設 次に掲げる全ての事項を満たすこと。 

イ 保育に従事する者の数及び資格 

⑴ 保育に従事する者の数が、小学校就学前子どもおおむね三人につき一人以上であること。 

⑵ 保育に従事する者のうち、一人以上は、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県

知事が行う保育に従事する者に関する研修（都道府県知事がこれと同等以上のものと認める市町

村長（特別区の長を含む。）その他の機関が行う研修を含む。以下同じ。）を修了した者であるこ
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と。 

ロ 保育室等の構造、設備及び面積 

⑴ 保育室のほか、調理設備（施設外調理その他の場合にあっては必要な調理機能）及び便所があ

ること。 

⑵ 保育室の面積は、小学校就学前子どもの保育を適切に行うことができる広さが確保されている

こと。 

ハ その他 

 前号イ⑶、ロ⑷及び⑸、ハ⑴及び⑶、ニ⑴から⑿まで、ホ⑴から⑶まで並びにヘ⑴から⒄までに定

める事項を満たしていること。 

三 法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち児童福祉法第六条の三第十一項に規定する業務を目的と

するものであって、複数の保育に従事する者を雇用している施設 次に掲げる全ての事項を満たすこ

と。 

イ 保育に従事する者の数が、小学校就学前子どもおおむね一人につき原則一人以上であること。 

ロ 保育に従事する全ての者が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事が行う保

育に従事する者に関する研修を修了した者であること。 

ハ 第一号イ⑶、ハ⑶、ニ⑴から⑷まで及び⑹から⑾まで並びにヘ⑴、⑷及び⑺から⒄までに定める

事項を満たしていること。この場合において、同号ヘ⒁中「の見やすいところに掲示」とあるのは

「に対し書面により提示」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛

生面等必要な注意を払うこと。 

四 法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち児童福祉法第六条の三第十一項に規定する業務を目的と

するものであって、前号に掲げる施設以外の施設 次に掲げる全ての事項を満たすこと。 

イ 保育に従事する者の数が、小学校就学前子どもおおむね一人につき原則一人以上であること。 

ロ 保育に従事する全ての者が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事が行う保

育に従事する者に関する研修を修了した者であること。 

ハ 第一号イ⑶、ハ⑶、ニ⑴から⑷まで、⑹前段、⑺及び⑻並びに⑽及び⑾並びにヘ⑴、⑷及び⑺か

ら⒄までに定める事項を満たしていること。この場合において、同号ヘ⑷中「採用時及び一年に一

回」とあるのは「一年に一回」と、同号ヘ⒁中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面

により提示」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な

注意を払うこと。 

 

（法第七条第十項第五号の基準等） 

第一条の二 法第七条第十項第五号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであること

とする。 

一 認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十

八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。）第二条第六項に規定する認定こども園をいう。

以下同じ。）、幼稚園（学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条の規定する幼稚園をいい、認

定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十一項の規定による公示がされ

たものを除く。以下同じ。）又は特別支援学校（学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同

法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。）に在籍する小学校就学前子ども（法第三十

条の四に規定する場合における法第三十条第一項に規定する保育認定子どもを除く。）に対して教育・

保育を行うこと。 

二 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和二十三年厚生省令第六十三号）第三十三条第二項

の規定に準じ、法第七条第十項第五号に規定する事業の対象とする小学校就学前子どもの年齢及び人

数に応じて、当該小学校就学前子どもの処遇を行う職員を置くこととし、そのうち半数以上は保育士

又は幼稚園の教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）に規定する普通

免許状をいう。）を有する者（次号において「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。）であること。た

だし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。 

三 前号に規定する職員は、専ら法第七条第十項第五号に規定する事業に従事するものでなければなら

ないこと。ただし、当該事業と幼稚園、認定こども園又は特別支援学校（以下この号において「幼稚園

等」という。）とが一体的に運営されている場合であって、当該事業を行うに当たって当該幼稚園等の

職員（保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。）による支援を受けることができるときは、専

ら当該事業に従事する職員を一人とすることができること。 

四 次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。 

イ 幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定こども園 学校教育法第二十五条の規定に基づき

文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項 
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ロ 幼保連携型認定こども園 認定こども園法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連

携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項 

ハ 特別支援学校 学校教育法第七十七条の規定に基づき文部科学大臣が定める特別支援学校の教育

課程その他の教育内容に関する事項 

五 食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等

の調理機能を有する設備を備えていること。 

２ 法第七条第十項第五号ロの内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間は、第十七条に定めるものと

する。 

 

（法第七条第十項第七号の基準） 

第一条の三 法第七条第十項第七号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる事業の類型に応じ、当

該各号に定める基準とする。 

一 病児（疾病にかかっている小学校就学前子どものうち、疾病の回復期に至らず、当面、病状が急変

するおそれが少ない場合であって、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行う

ことが困難なものをいう。以下この条において同じ。）を病院、診療所、保育所その他の施設において

一時的に保育する事業 次に掲げる全ての要件（事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機

関である場合には、ホに掲げる要件を除く。）を満たすこと。 

イ 看護師、准看護師、保健師又は助産師（以下この条において「看護師等」という。）は、当該事業

を利用する病児（ロ及びホにおいて「対象病児」という。）おおむね十人につき一人以上とすること。 

ロ 保育士の数は、対象病児おおむね三人につき一人以上とすること。 

ハ 保育室、病児の静養又は隔離の機能を持つ部屋及び調理室を有すること。 

ニ 事故防止及び衛生面に配慮するなど病児の養育に適した場所とすること。 

ホ 対象病児等の病状が急変した場合に当該対象病児等を受け入れることができる医療機関（以下こ

の条において「協力医療機関」という。）及び対象病児等の病状、心身の状況の把握、感染の防止そ

の他の事項に関して指導又は助言を行う医師（以下この条において「指導医」という。）をあらかじ

め定めること。 

二 病後児（疾病にかかっている小学校就学前子どものうち、疾病の回復期であって、集団保育が困難

であり、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難なものをいう。

以下この条において同じ。）を病院、診療所、保育所その他の施設において一時的に保育する事業 次

に掲げる全ての要件（事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ホに掲

げる要件を除く。）を満たすこと。 

イ 看護師等が当該事業を利用する病後児（ロにおいて「対象病後児」という。）おおむね十人につき

一人以上とすること。 

ロ 保育士が対象病後児おおむね三人につき一人以上とすること。 

ハ 保育室、病後児の静養又は隔離の機能を持つ部屋及び調理室を有すること。 

ニ 事故防止及び衛生面に配慮するなど病後児の養育に適した場所とすること。 

ホ 協力医療機関をあらかじめ定めること。 

三 保育所その他の施設において、当該施設に通園する小学校就学前子どもに対して緊急的な対応その

他の保健的な対応を行う事業 次に掲げる全ての要件（事業を実施する場所が病院、診療所その他の

医療機関である場合には、ハに掲げる要件を除く。）を満たすこと。 

イ 看護師等を当該事業を利用する小学校就学前子ども二人につき一人以上配置すること。 

ロ 感染を予防するため、事業を実施する場所と保育室等の間に間仕切りを設けること。 

ハ 協力医療機関及び指導医をあらかじめ定めること。 

四 病児又は病後児が当該病児又は病後児の居宅において一時的に保育する事業 イ及びロに掲げる要

件（事業者が病院、診療所その他の医療機関である場合には、イに掲げる要件に限る。）を満たすこと。 

イ 一定の研修を修了した看護師等、保育士又は家庭的保育者（児童福祉法第六条の三第九項第一号

に規定する家庭的保育者をいう。）を当該事業を利用する病児又は病後児一人につき一人以上配置す

ること。 

ロ 協力医療機関及び指導医をあらかじめ定めること。 

 

（法第七条第十項第八号の基準） 

第一条の四 法第七条第十項第八号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであること

とする 

一 市町村（特別区を含む。以下同じ。）又はその委託等を受けた者が行うものであること。 

二 当該事業を行う者が児童福祉法第六条の三第十四項に規定する援助希望者に対し講習を実施してい
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ること。 

 

第二章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者 

第二節 施設等利用費の支給 

（施設等利用費の支給） 

第二十八条の十五 市町村は、施設等利用費の公正かつ適正な支給及び円滑な支給の確保、施設等利用給

付認定保護者の経済的負担の軽減及び利便の増進その他地域の実情を勘案して定める方法により、法第

三十条の十一第一項の規定による施設等利用費の支給又は同条第三項の規定による支払を行うものとす

る。 

 

（法第三十条の十一第一項の内閣府令で定める費用） 

第二十八条の十六 法第三十条の十一第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。 

一 日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援に必要な物品の購入に要する費用 

二 特定子ども・子育て支援に係る行事への参加に要する費用 

三 食事の提供に要する費用 

四 特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所に通う際に提供される便宜に要する費用 

五 前四号に掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援において提供される便宜に要する費用のうち、

特定子ども・子育て支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、施設等利用給付

認定保護者に負担させることが適当と認められるもの 

 

（令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額） 

第二十八条の十七 令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、

当該各号に定める額とする。 

一 幼稚園 八千七百円 

二 特別支援学校 四百円 

 

（令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める日数等） 

第二十八条の十八 令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める一月当たりの日数は、二十六日とす

る。 

２ 令第十五条の六第二項第二号に規定する場合における同号に定める額は、四百五十円に当該特定子ど

も・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額とする。 

３ 令第十五条の六第二項第三号の内閣府令で定める量は、当該教育・保育が提供される一日当たりの時

間が八時間（法第七条第十項第五号イ又はロに定める一日当たりの時間を含む。）、かつ、一年当たりの

期間が二百日とする。 

 

（施設等利用費の支給申請） 

第二十八条の十九 施設等利用給付認定保護者は、法第三十条の十一第一項の規定により施設等利用費の

支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村に提出しなければならない。 

一 施設等利用給付認定保護者の氏名、生年月日、居住地 

二 施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもの氏名、生年月日 

三 認定番号 

四 特定子ども・子育て支援施設等（法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設

等をいう。以下同じ。）の名称 

五 現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額及び施設等利用費の請求金額 

２ 前項の請求書には、特定子ども・子育て支援提供証明書（特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第五十六条第二項に規定する特定子ども・子

育て支援提供証明書をいう。）その他前項第五号に掲げる事項に関する証拠書類を添付しなければならな

い。 

 

第二節 特定子ども・子育て支援提供者 

（特定子ども・子育て支援施設等の確認の申請等） 

第五十三条の二 法第五十八条の二の規定に基づき特定子ども・子育て支援施設等の確認を受けようとす

る者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設又は事業所の設置の

場所を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又

は書類（登記事項証明書を除く。）については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧
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することができる場合は、この限りでない。 

一 施設又は事業所（当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有

するときは、当該事務所を含む。）の名称、子ども・子育て支援施設等の種類及び設置の場所 

二 設置者又は申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名 

三 当該申請に係る事業の開始の予定年月日 

四 設置者又は申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等 

五 認定こども園、幼稚園又は特別支援学校の認可証の写しその他の子ども・子育て支援施設等である

ことを証する書類 

六 施設又は事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所 

七 法第五十八条の十第二項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面

（次条第二項において「誓約書」という。） 

八 役員の氏名、生年月日及び住所 

九 その他確認に関し必要と認める事項 

 

（特定子ども・子育て支援提供者の住所等の変更の届出等） 

第五十三条の三 特定子ども・子育て支援提供者は、第五十三条の二第一号（子ども・子育て支援施設等の

種類を除く。）、第二号、第四号（当該確認に係る事業に関するものに限る。）、第六号及び第八号に掲げる

事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定子ども・子育て支援を提供する施設

又は事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同条第四号に掲げる事項

（登記事項証明書を除く。）については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧するこ

とができる場合は、この限りでない。 

２ 前項の届出であって、特定子ども・子育て支援施設等である施設の設置者の役員若しくはその長又は

特定子ども・子育て支援施設等である事業を行う者に係る管理者若しくは役員の変更に伴うものは、誓

約書を添付して行うものとする。 

 

（令第二十二条の三第一項の内閣府令で定める者） 

第五十三条の四 令第二十二条の三第一項の内閣府令で定める者は、市町村長等が法第五十八条の八第一

項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び

当該事実の発生を防止するための当該特定子ども・子育て支援提供者による子ども・子育て支援の提供

体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該子ども・子育て支援提供者が有してい

た責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると

認められない者とする。 

 

（聴聞決定予定日の通知） 

第五十三条の五 令第二十二条の三第二項第四号の規定による通知をするときは、法第五十八条の八第一

項の規定による検査が行われた日（以下この条において「検査日」という。）から十日以内に、検査日か

ら起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。 

 

（法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項） 

第五十三条の六 法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

一 当該特定子ども・子育て支援提供者の名称 

二 当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地 

三 確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日 

四 確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間 

五 子ども・子育て支援施設等の種類 

六 特定子ども・子育て支援施設等である法第七条第十項第五号に掲げる事業にあっては、第二十八条

の十八第三項を満たしているか否かの別 
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〇特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基

準（平成二十六年内閣府令第三十九号） 

 

（趣旨） 

第五十三条 法第五十八条の四第二項の内閣府令で定める特定子ども・子育て支援施設等（法第三十条の

十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。）の運営に関する基準は、この章に定める

ところによる。 

 

（教育・保育その他の子ども・子育て支援の提供の記録） 

第五十四条 特定子ども・子育て支援提供者（法第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支

援提供者をいう。以下同じ。）は、特定子ども・子育て支援（同条第一項に規定する特定子ども・子育て

支援をいう。以下同じ。）を提供した際は、提供した日及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援の具体

的な内容その他必要な事項を記録しなければならない。 

 

（利用料及び特定費用の額の受領） 

第五十五条 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を提供したときは、施設等利用給

付認定保護者（法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。）から、

その者との間に締結した契約により定められた特定子ども・子育て支援の提供の対価（子ども・子育て

支援法施行規則第二十八条の十六に規定する費用（以下「特定費用」という。）に係るものを除く。以下

「利用料」という。）の額の支払を受けるものとする。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、前項の規定により支払を受ける額のほか、特定費用の額の支払を

施設等利用給付認定保護者から受けることができる。この場合において、特定子ども・子育て支援提供

者は、あらかじめ、当該支払を求める金銭の使途及び額並びに理由について書面により明らかにすると

ともに、施設等利用給付認定保護者に対して説明を行い、同意を得なければならない。 

 

（領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書の交付） 

第五十六条 特定子ども・子育て支援提供者は、前条の規定による費用の支払を受ける際、当該支払をし

た施設等利用給付認定保護者に対し、領収証を交付しなければならない。この場合において、当該領収

証は、利用料の額と特定費用の額とを区分して記載しなければならない。ただし、前条第二項に規定す

る費用の支払のみを受ける場合は、この限りでない。 

２ 前項の場合において、特定子ども・子育て支援提供者は、当該支払をした施設等利用給付認定保護者

に対し、当該支払に係る特定子ども・子育て支援を提供した日及び時間帯、当該特定子ども・子育て支援

の内容、費用の額その他施設等利用費の支給に必要な事項を記載した特定子ども・子育て支援提供証明

書を交付しなければならない。 

 

（法定代理受領の場合の読替え） 

第五十七条 特定子ども・子育て支援提供者が法第三十条の十一第三項の規定により市町村から特定子ど

も・子育て支援に係る施設等利用費の支払を受ける場合における前二条の規定の適用については、第五

十五条第一項中「額」とあるのは「額から法第三十条の十一第三項の規定により市町村から支払を受け

た施設等利用費の額を控除して得た額」と、前条第一項中「利用料の額」とあるのは「利用料の額から法

第三十条の十一第三項の規定により市町村から支払を受けた施設等利用費の額を控除して得た額」と、

前条第二項中「前項の場合において、」とあるのは「法第三十条の十一第三項の規定により市町村から特

定子ども・子育て支援に係る施設等利用費の支払を受ける」と、「当該支払をした」とあるのは「当該市

町村及び当該」と、「交付し」とあるのは「交付し、及び当該施設等利用給付認定保護者に対し、当該施

設等利用給付認定保護者に係る施設等利用費の額を通知し」とする。 

 

（施設等利用給付認定保護者に関する市町村への通知） 

第五十八条 特定子ども・子育て支援提供者は、特定子ども・子育て支援を受けている施設等利用給付認

定子ども（法第三十条の八第一項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。）に係る施設

等利用給付認定保護者が偽りその他不正な行為によって施設等利用費の支給を受け、又は受けようとし

たときは、遅滞なく、意見を付してその旨を当該支給に係る市町村に通知しなければならない。 

 

（施設等利用給付認定子どもを平等に取り扱う原則） 

第五十九条 特定子ども・子育て支援提供者は、施設等利用給付認定子どもの国籍、信条、社会的身分又は

特定子ども・子育て支援の提供に要する費用を負担するか否かによって、差別的取扱いをしてはならな
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い。 

 

（秘密保持等） 

第六十条 特定子ども・子育て支援を提供する施設若しくは事業所の職員及び管理者は、正当な理由がな

く、その業務上知り得た施設等利用給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た施設等

利用給付認定子ども又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。 

３ 特定子ども・子育て支援提供者は、小学校、他の特定子ども・子育て支援提供者その他の機関に対し

て、施設等利用給付認定子どもに関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により当該施設等利用

給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者の同意を得ておかなければならない。 

 

（記録の整備） 

第六十一条 特定子ども・子育て支援提供者は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなけ

ればならない。 

２ 特定子ども・子育て支援提供者は、第五十四条の規定による特定子ども・子育て支援の提供の記録及

び第五十八条の規定による市町村への通知に係る記録を整備し、その完結の日から五年間保存しなけれ

ばならない。 


